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別添様式２
学 則

１ 事業者の名称及び所在 一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会

地 横浜市神奈川区反町 3丁目 17番地 2
２ 研修事業の名称 かながわ介護職員初任者研修 (通学課程)

３ 研修課程及び形式 介護職員初任者研修課程 （ 通学 ・ 通信 ）

４ 開講の目的 介護従事者として新たに又再度の職に就こうとする者に対して、社会福祉

及び関連領域の基礎知識と介護技術・技能を習得させる。

５ 研修責任者及び研修コ ・研修責任者：天池忠人

ーディネーターの氏名、 ・研修コーディネーター：田口久美子

研修担当部署 ・研修担当部署：一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会 事務局

研修担当者及び連絡先 ・研修担当者：天池忠人

６ 受講対象者(受講資格) ・介護職への就労意欲があり、介護職員初任者研修(又はホームヘルパー２

及び定員 級)又は同等以上の資格を有していない方

・定員 40 名又は 20 名

７ 募集方法（募集開始時 ・開講日の約一ヶ月前より募集を開始する。

期・受講決定方法を含 ・一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会のホームページ及び本会会

む） 員施設等に募集資料を配付し、希望者を募る。

受講手続及び本人確認方 ・必要に応じて地域コミュニティ新聞などを活用し希望者を募る。

法 ・受講手続きは、受講申込書を本会ホームページや募集資料から入手
し、事務局に郵送又はファクスで送付する。

・応募者多数の場合は、受講申込書類により選考し、受講者を決定す

る。

・受講決定者へは事務局から郵送により受講決定通知書を送付する。

・本人確認は、マイナンバー個人番号カード、運転免許証、健康保険証、

パスポートのいずれかにより、研修開始後早い時期に行う。

・本人確認方法は、確認資料の写しを取ることにより行う。

８ 受講料、テキスト代 ・受講料は、5,280 円（内訳 テキスト代 5,280 円 ) とする。

その他必要な費用 ・受講料は､本会が受講決定通知書に同封する納付書 ( 郵便局 ) で納付書

記載の期日までに納付する。

９ 研修カリキュラム 別添様式３－１のとおり

10 通信形式の場合

その実施方法

・添削指導及び面接指導の

実施方法

・評価方法及び認定基準

・自宅学習中の質疑等への

対応方法
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11 研修会場 ・神奈川県立保健福祉大学
(名称及び所在地) 〒 230-0013 神奈川県横須賀市平成町 1-10-1

・湘南医療福祉専門学校
〒 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町 84-1

・神奈川社会福祉専門学校
〒 254-0046 神奈川県平塚市立野町 1-1

・神奈川工科大学 ITエクステンションセンター
〒 243-0018神奈川県厚木市中町 3-3-17

・プロミティあつぎ AB会議室
〒 243-0018神奈川県厚木市中町 4-16-21

・東海大学１号館 5階 5FC
〒 259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋 143

・東海大学 3号館 6階実習室 A
〒 259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋 143

・YMCA健康福祉専門学校 ５階実習室
〒 243-0018 神奈川県厚木市中町 4-16-19 ( 厚木 YMCA内 )

・ 横須賀市産業交流プラザ
〒 238-0041 横須賀市本町 3-27

・ヴェルクよこすか
〒 238-0006 横須賀市日の出町１丁目５番地

12 使用テキスト 日本医療企画

(副教材も含む) 介護職員初任者研修課程テキスト 全 3 巻

13 研修修了の認定方法 ・全講義に出席 ( 補講を受講した者を含む。以下同じ。 ) のうえ、修

（習得度評価方法含む） 了評価筆記試験・技術演習習得度評価の両方において合格した者を研

修修了者として、認定する。

・修了評価筆記試験は、講義修了後の研修最終日に実施し、100 点満点

中 70 点以上の獲得で合格とする。

・不合格の場合は、再試験を行う。

・技術習得度評価は、こころとからだのとくみと生活支援技術の技術演習

時間内で実施し、担当講師がＡ～Ｄの４段階の評価のうちＢ評価以上を

合格とする。不合格の場合には、再評価を行う。

14 欠席者の取り扱い(遅 ・各講義開始時に行う出席確認の際に着席していない場合は、理由の如何

刻・早退の扱い含む) に関わらず遅刻とする。

補講の取り扱い ・10分以上の遅刻、早退の場合は欠席扱いとする。

(実施方法及び費用等) ・研修の一部を欠席した受講者については、補講を行う。

・補講は、原則として本会が実施する他の介護職員初任者研修の同じ科目

を受講することにより行う。

・補講料は、無料とする。

・受講者は、補講を希望する場合には、研修責任者に郵送又はファクスによ

り補講申込書を提出する。
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15 科目免除の取り扱いと ・「介護に関する入門的研修」修了者については、以下の科目を免除す

その手続き方法 る。

( 基礎・入門講座修了者 )

３① 介護職の役割、専門性と多職種との連携
３② 介護職の職業倫理
３③ 介護における安全の確保とリスクマネジメント
３④ 介護職の安全
６① 老化に伴うこころとからだの変化と日常
６② 高齢者と健康
７① 認知症を取り巻く状況
７② 医学的側面からみた認知症の基礎と健康管理
７③ 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活
７④ 家族への支援
８① 障害の基礎的理解
８② 障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴かかわり支援等
の基礎知識

８③ 家族の心理、かかわり支援の理解
16 解約条件及び ・受講生は、受講料納付期限以前であれば、研修をキャンセルすること

返金の有無 ができる。この場合、受講料は不要とする。

・受講生による研修のキャンセルは、研修責任者に研修のキャンセルを

申し出のうえ、研修責任者の承認を受けた後、その効力を発する。

・受講料納付後に研修をキャンセルした場合、その受講料は返金しな

い。この場合、研修テキストを当該受講生に送付する。

・本会は、天変地異など本会の責めに帰すべきでない事由により研修キャ

ンセルすることがある。

・受講開始後のキャンセルについては、受講料は返金しない。

17 情報開示の方法 ・本会ホームページで次の内容を情報開示する。

(ホームページアドレス等) ホームページアドレス https://kanagawa-koureikyo.or.jp
１ 研修機関情報

法人情報：法人名称、住所、代表者

研修機関情報：事業所名、住所、学則

２ 研修事業情報

研修の概要：受講対象、研修期間、定員、指導者数、研修受講まで

の流れ、研修費用、留意事項等

課程責任者：研修責任者名、研修コーディネーター名

研修カリキュラム：研修カリキュラム、研修日程及び担当講師、

修了評価の方法

３ 講師情報：氏名、資格

４ 連絡先：問い合わせ先、苦情担当者

18 受講者の個人情報の ・受講者の個人情報は次により適切な管理を行うとともに個人情報の保
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取り扱い 護に努める。

１ 個人情報の利用範囲

個人情報は、本件介護職員初任者研修を実施・運営する目的及び修了

書発行及び再発行並びに神奈川県への事業実施報告に必要な個人情報の

提供のために利用し、その他の目的のために利用しません。但し、本人

の同意及び生命の安全の確保等の必要がある場合は、この限りではな

い。

２ 個人情報の管理

個人情報の管理にあたり、本会情報セキュリティ管理規程に基づく情

報セキュリティ総括責任者を配置し、個人情報の改竄、紛失、漏洩等の危

機を回避することにより個人情報の保護にあたる。

３ 情報セキュリティ総括責任者

個人情報は、次の者が責任をもって管理する。

一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会 事務局長

〒 221-0825 横浜市神奈川区反町 3 丁目 17 番地 2

個人情報管理についての連絡先

電話番号 045-311-8745
e-mail：koureikyo@kanagawa-koureikyo.or.jp

４ 個人情報の第三者提供

法律及び法的拘束力のある命令等による場合以外は、いかなる個人情報

も本人の同意無く第三者に提供、開示、預託はしません。但し、修了者名

簿に係る個人情報は、介護保険法施行令第三条第二項第二号イの規定によ

り神奈川県に提出する。

５ 個人情報の提供を拒否された場合

個人情報は、研修の実施・運営にのみ必要な「必須項目」として収集

することから、当該項目の情報提供がされない場合は、研修の受講はで

きません。

６ 個人情報の訂正

個人情報の内容は、本人からの申請に基づき訂正、削除を行う。ま

た、錯誤等により個人情報が明らかに不適確と思われる場合は、本人の承

諾のうえ、個人情報の訂正、削除を行う。なお、これらの場合には、本人

であることが確認できた場合に限り合理的な範囲内で訂正、削除を行う。

○個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先

一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会 事務局

〒 221-0825 横浜市神奈川区反町 3丁目 17番地 2
電話番号 045-311-8745
e-mail：koureikyo@kanagawa-koureikyo.or.jp

19 修了証明書を亡失・ ・修了証明書を亡失､毀損した場合は、本人からの申請により修了証明書

き損した場合の取扱い を再発行する。手数料は、無料とする。
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20 その他研修実施に係る ・次の各号に該当する場合は、本人と協議の上研修の継続を拒否するこ

留意事項 とがあります。この場合、受講料は返金しない。

(1) 学習意欲が著しく欠けると認められるとき。

(2) 学習態度が著しく悪いと認められるとき。

(3) 研修の秩序を乱し､他の受講生の授業の妨げとなるような行為が認め

られるとき。

(4) 感染症予防及びその他の理由により、受講生及び講師等の健康を守
る観点から遵守すべき指示を守らないとき。

(5) その他、本会が受講生とふさわしくないと判断したとき。


